
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

昨
年
募
っ
た
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
は
１
３
，

３
５
１
名
か
ら
ご
回
答
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

そ
の
中
で
、８
５
１
件
と
大
変
多
く
の
方
々
か

ら
ア
イ
デ
ア
を
出
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。委

員
会
で
は
実
際
に
都
個
協
で
で
き
る
こ
と
、法

人
と
一
緒
に
取
り
組
ん
だ
方
が
い
い
も
の
、ま

た
は
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
で
や
っ
た
方
が
い
い
も

の
な
ど
、選
別
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

そ
し
て
良
い
ア
イ
デ
ア
に
は
賞
品
の
贈
呈
を
行

い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
都
個
協
の
こ
れ
か

ら
の
運
営
に
あ
た
り
、『
決
め
た
こ
と
は
守

る
、
守
れ
な
い
こ
と
は
無
理
し
て
ま
で
決
め

な
い
』と
い
う
組
織
の
基
本
を
守
っ
て
い
き
ま

し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
し
ま

し
て
も
東
京
の
個
人
タ
ク

シ
ー
事
業
者
で
あ
る
こ

と
に
か
わ
り
は
あ
り
ま

せ
ん
。個
人
タ
ク
シ
ー
が

良
い
状
況
に
な
る
た
め
に

色
々
な
レ
ベ
ル
で
、ど
う

い
う
立
場
に
な
っ
て
も
堅

持
し
て
い
く
こ
と
を
お
願

い
し
ま
す
。」

　

そ
の
後
の
審
議
に
お
い

て
、決
議
事
項
は
す
べ
て

可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

理
事
会
の
冒
頭
、木
村
会
長
よ
り
現
在
の
業

界
を
取
り
巻
く
情
勢
に
つ
い
て
、次
の
よ
う
な

話
が
あ
り
ま
し
た
。

　
「
新
年
最
初
の
理
事
会
と
い
う
こ
と
で
、今

年
１
年
の
方
向
性
に
つ
い
て
少
し
お
話
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

１
月
15
日
に
関
東
運
輸
局
長
よ
り
事
前
試
験

制
度
と
試
験
回
数
増
回
等
に
関
す
る
通
達
が
出

さ
れ
ま
し
た
。今
後
事
前
試
験
制
度
を
し
っ
か

り
と
生
か
し
、事
業
者
数
の
激
減
状
態
を
解
消

す
る
よ
う
皆
さ
ん
と
努
力
を
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

関
連
し
ま
す
が
、改
正
特
措
法
の
付
帯
決
議

に
掲
げ
ら
れ
た
大
き
な
目
標
と
し
て
、移
動
困

難
者
や
訪
日
外
国
人
へ
の
積
極
的
な
利
便
性
を

高
め
る
た
め
に
創
意
工
夫
を
す
る
こ
と
、と
い

う
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。昨
年
理
事
会
で
ご
了

承
い
た
だ
い
た
Ｕ
Ｄ
研
修
の
開
催
も
そ
の
一
つ

で
す
。『
お
も
て
な
し
』と
い
う
ソ
フ
ト
部
分
の

ス
キ
ル
を
磨
く
と
い
う
点
で
非
常
に
大
事
な
こ

と
で
す
。同
様
に
観
光
タ
ク
シ
ー
の
充
実
、そ

し
て
外
国
語
対
応
と
い
う
こ
と
も
力
を
入
れ
て

場
　
　
所
日
個
連
会
館

開
催
日
時
１
月
19
日
（
月
）  

午
後
１
時

決議事項について活発な議論が行われた

都内個人タクシー現況（平成27年1月1日現在） 
許可事業者数  14,592名（前月比 −48名） 

（特別区、 武三14,140名  北多摩172名  南多摩280名）
傘下事業者数  14,295名（前月比 −50名） 〈うち女性84名〉

（特別区、 武三13,845名  北多摩172名  南多摩278名）

決
議
事
項

① 

接
客
マ
ナ
ー
・
コ
ン
テ
ス
ト
（
準
本
選
会
）の

実
施
に
関
す
る
件

② 

定
年
を
迎
え
る
際
の
留
意
事
項
の
周
知
に

関
す
る
件

③ 
一
斉
点
検
に
基
づ
く
不
適
正
表
示
事
業
者

に
お
け
る
団
体
と
し
て
の
不
手
際
に
よ
る

団
体
長
誓
約
書
の
提
出
に
関
す
る
件

④ 

マ
ス
タ
ー
ズ
制
度
の
称
号
未
貼
付
者
の
取

扱
い
に
関
す
る
件

⑤ 

全
都
個
人
タ
ク
シ
ー
軟
式
野
球
連
盟
記
念

品
贈
呈
の
件

今
年
１
年
、進
む
べ
き
道
の
り

第
９
回　

理
事
会
の
焦
点

発行者　一般社団法人東京都個人タクシー協会　教育広報委員会　東京都豊島区南大塚1-2-12　日個連会館5階　（03）3947-1461　http://www.kojintaxi-tokyo.or.jp/
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行
政
当
局
に
要
望
を
し
て
お
り
ま
し
た

個
人
タ
ク
シ
ー
の
新
規
参
入
時
に
お
け
る

事
前
試
験
制
度
と
試
験
回
数
の
増
回
が
今

般
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、本
年
４
月
１

日
以
降
に
実
施
す
る
試
験
に
つ
い
て
適
用

さ
れ
ま
す
。

　

改
正
の
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

　
　
　
　

記

１
．試
験
制
度

⑴
事
前
試
験

　

新
規
許
可
や
譲
渡
譲
受
認
可
等
の
申

請
を
す
る
前
の
者
を
対
象
に
実
施
す
る

試
験

⑵
申
請
後
試
験

　

新
規
許
可
や
譲
渡
譲
受
認
可
等
の
申
請

を
し
た
者
を
対
象
に
実
施
す
る
試
験

２
．事
前
試
験

⑴
受
験
資
格

　

申
込
日
現
在
に
お
い
て
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と

①
有
効
な
第
二
種
運
転
免
許
の
保
持

②
年
齢
が
65
歳
未
満

③
運
転
経
歴
要
件
へ
の
適
合

⑵
受
験
申
込
の
期
間
及
び
試
験
実
施
時
期

①
法
令
及
び
地
理
の
試
験

・８
月
の
申
込
に
つ
い
て
11
月
に
実
施

②
法
令
の
み
の
試
験

・４
月
の
申
込
に
つ
い
て
７
月
に
実
施

・８
月
の
申
込
に
つ
い
て
11
月
に
実
施

・
12
月
の
申
込
に
つ
い
て
３
月
に
実
施

⑶
試
験
実
施
後
の
取
扱
い

①
合
格
通
知

　

試
験
実
施
月
の
翌
月
に
合
格
証
を
発

す
る

②
有
効
期
限

　

合
格
証
の
有
効
期
限
は
、合
格
証
の

発
行
日
か
ら
２
年
を
経
過
す
る
日
も
し

く
は
、年
齢
が
65
歳
に
達
す
る
日
の
前

日
の
う
ち
、い
ず
れ
か
早
く
到
達
す
る

日
と
す
る
。

３
．合
格
後
の
譲
渡
譲
受
申
請

　

有
効
な
合
格
証
を
有
す
る
者
は
、譲
渡

人
と
の
ペ
ア
リ
ン
グ
が
出
来
た
段
階
で

随
時
譲
渡
譲
受
認
可
申
請
を
行
い
、標
準

処
理
期
間
３
ヶ
月
（
月
１
回
）で
処
分
さ

れ
ま
す
。

　

な
お
、挙
証
資
料
に
つ
い
て
は
申
請
時

に
提
出
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

４
．申
請
後
試
験
の
実
施
時
期

（
譲
渡
譲
受
の
場
合
）

①
法
令
及
び
地
理
の
試
験

・10
月
～
９
月
の
申
請
に
つ
い
て
11
月
実
施

②
法
令
の
み
の
試
験

・10
月
～
１
月
の
申
請
に
つ
い
て
３
月
実
施

・２
月
～
５
月
の
申
請
に
つ
い
て
７
月
実
施

・６
月
～
９
月
の
申
請
に
つ
い
て
11
月
実
施

　

平
成
14
年
２
月
以
降
に
新
規
参
入

し
た
事
業
者
に
は
定
年
制
が
導
入
さ

れ
て
お
り
ま
す
が
、今
後
、定
年
を
迎

え
る
事
業
者
が
恒
常
的
に
発
生
い
た

し
ま
す
。

　

そ
こ
で
、今
後
は
定
年
を
迎
え
る

事
業
者
名
簿
を
定
期
的
（
月
１
回
）に

所
属
団
体
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、

定
年
を
迎
え
る
際
の
留
意
事
項
を
周

知
し
て
い
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

■
定
年
を
迎
え
る
際
の
留
意
事
項

 【
タ
ク
シ
ー
営
業
】

・
タ
ク
シ
ー
営
業
は
、満
了
日
の
24
時

ま
で
に
終
了
す
る
こ
と
。

※
例
え
ば
、満
了
日
の
23
時
30
分
に

乗
車
申
込
み
を
受
け
た
場
合
、24

時
ま
で
に
運
送
を
終
了
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

 【
行
政
手
続
き
】

・
廃
止
届
の
提
出
は
不
要
で
す
。

※
満
了
日
を
迎
え
る
前
に
事
業
廃
止

す
る
場
合
に
は
、廃
止
届
の
提
出

を
要
し
ま
す
。

・
車
両
の
登
録
手
続
き
（
番
号
変
更
、

抹
消
登
録
等
）、事
業
者
乗
務
証
の

返
納
等
の
手
続
き
は
、満
了
日
後
速

や
か
に
行
う
こ
と
。

　

平
成
26
年
12
月
１
日
付
け
期
限
更
新
の
内
容
が
ま
と
ま

り
ま
し
た
。

　

今
回
の
更
新
者
は
３
５
０
３
名
で
、更
新
後
の
許
可
期

限
の
内
訳
は
５
年
５
７
２
名
、３
年
１
４
８
７
名
、２
年
67

名
、１
年
１
３
５
３
名
、定
年
を
迎
え
る
最
終
更
新
24
名
で

し
た
。

　

許
可
期
限
が
１
年
と
な
っ
た
者
１
３
５
３
名
の
う
ち
、年

齢
の
理
由
（
75
歳
以
上
）に
よ
る
３
２
１
名
及
び
代
務
・
休
止

に
よ
る
18
名
を
除
く
１
０
１
４
名
が
道
交
法
違
反
等
に
よ
る

も
の
で
、特
別
研
修
の
対
象
と
な
り
ま
す
。な
お
１
年
を
５

回
連
続
す
る
と
「
許
可
等
に
付
さ
れ
た
期
限
の
更
新
申
請
の

審
査
及
び
取
扱
基

準
」に
よ
り
期
限
更

新
を
認
め
な
い
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、

今
回
も
対
象
者
ゼ

ロ
で
あ
り
ま
し
た
。

４
回
連
続
の
23
名
、

３
回
連
続
の
59
名

に
対
し
て
は
当
協

会
会
長
名
で
警
告

書
を
送
付
し
、安
全

運
転
へ
の
注
意
喚

起
を
行
い
ま
し
た
。

　

よ
り
一
層
の
安

全
運
転
を
心
掛
け

て
く
だ
さ
い
。

平
成
26
年
12
月
１
日
付
け
期
限
更
新

許
可
期
限
１
年
連
続
者
に
つ
い
て

安
全
第
一
、法
令
順
守
の
営
業
を

期限更新者の内訳 （人）

更新
者数

更新後の許可期限（内訳）

５年 ３年 ２年 １年 定年
（最終更新）

3,503
（100%）

572
（16.3%）

1,487
（42.4%）

67
（1.9%）

1,353
（38.6%）

24
（0.7%）

※年齢、代務雇用中、事業休止中の理由により3年、2年、1年となった者を含む。

許可期限 1年連続者 （人）

初回 ２回連続 ３回連続 ４回連続 ５回連続 合計

744 191 59 23 0 1,017

※年齢、代務雇用中、事業休止中の理由により１年となった339名を除く。

事
前
試
験
制
度
の
導
入

定
年
を
迎
え
る
際
の

留
意
事
項

一般社団法人  東京都個人タクシー協会会報平成27年2月号 第487号　⑵



氏
名 

所
属
団
体 

享
年 

病
名

安
井
　
豊	

（
東
個
協
・
大
田
第
一
）	

79	

心
不
全

高
科
　
良
史	

（
東
個
協
・
渋
谷
）	

44	

肺
癌

新
田
　
清	

（
東
個
協
・
杉
並
）	

77	

心
筋
梗
塞

岩
楯
　
福
義	

（
東
個
協
・
墨
田
）	

72	

心
不
全

宮
内
　
順
一
郎	

（
都
営
協
・
さ
く
ら
）	

45	

不
明

鶴
岡
　
信
夫	

（
都
営
協
・
事
業
団
）	

69	

脳
出
血

牧
岡
　
徹	

（
都
営
協
・
第
一
事
業
団
）	

77	

胃
癌

内
藤
　
堅
悟	

（
都
営
協
・
豊
玉
）	

65	

大
動
脈
瘤
破
裂

冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す

訃
報

＊
12
月

■処分事案対処報告書（街頭営業適正化指導規程） 平成26年12月報告分

会員 団体名 氏名 発生日 発生場所 対象行為 加重 処分内容

都営協 新中野
支部　 Ｔ・Ｋ H26.10.21 東京駅八重洲

北口周辺 交通阻害行為 表示灯使用停止

全個人 Ｙ・Ｎ H26.11.15 港区新橋2-17 運送引受拒絶 加重 表示灯使用停止
脱退勧告

※処分事案は東個協・都営協等に処分を要請し、平成26年12月中に処分内容の報告があったもの
※加重とは、処分事案としての処理が２回目以降となる場合です

■不適正営業集計表（街頭営業適正化指導規程） （件）

発生月 警告事案 講習事案 処分事案 合計

平成26年11月 26 3 1 30 

　

平
成
26
年
12
月
１
日
付
期
限
更
新
者
の
道
路
交
通
法

違
反
集
計
結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
対
象
者
は
３
５
４
１
名
で
、過
去
１
年
間
の

調
査
で
１
２
５
５
名
（
35
・
４
％
）が
違
反
し
、１
２
７

名
（
３
・
６
％
）が
免
許
停
止
を
受
け
て
お
り
ま
す
。

　

違
反
種
類
別
件
数
を
見
る
と
、ワ
ー
ス
ト
１
は
例
年

同
様
で
速
度
超
過
違
反
の
４
０
２
件
で
あ
り
全
体
の

24
％
以
上
を
占
め
て
い
ま
す
。そ
の
内
訳
で
、特
に
違

反
点
数
12
点
の
速
度
超
過
50
㎞
以
上
が
11
件
、６
点
の

30
㎞
（
高
速
40
㎞
）以
上
50
㎞
未
満
の
７
件
が
目
立
ち

ま
す
。

　

な
お
一
層
の
安
全
運
転
を
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

　

来
る
２
月
22
日（
日
）「
東
京
マ
ラ
ソ
ン

２
０
１
５
」開
催
に
伴
い
、大
規
模
な
交
通

規
制
が
実
施
さ
れ
ま
す
。コ
ー
ス
及
び
コ
ー

ス
近
辺
は
、最
長
６
時
間
以
上
車
両
の
通
行

が
禁
止
さ
れ
ま
す
の
で
、交
通
規
制
、迂
回

に
つ
い
て
は
現
場
警
察
官
の
指
示
に
従
い
、

ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

交通規制に関する
お問い合わせは、
警視庁ホームページ まで
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/

  健康管理促進ポスター

  

「
東
京
マ
ラ
ソ
ン
２
０
１
５
」

  

開
催
に
伴
う
交
通
規
制
に
つ
い
て

  

マ
ス
タ
ー
ズ
制
度
参
加
状
況

  
道
路
交
通
法
違
反
集
計
結
果

  
平
成
26
年
12
月
１
日
付
期
限
更
新
者
の
直
近
１
年
間
の
集
計

●違反種類別ワースト５

１位
速度超過
402 件（24.3％）

２位
信号無視
347 件（20.9％）

３位
通行禁止違反
187 件（11.3％）

４位
指定場所一時不停止等
127 件（7.7％）

5 位
指定横断等禁止違反
111 件（6.7％）

●マスターズ制度参加状況 平成26年12月1日現在

未認定 ひとつ星 ふたつ星 マスター 合計 事業者数 制度参加率

東京都 128 2,728 3,430 6,684 12,970 14,391 90.1%

前期 0 2,726 3,414 7,144 13,284 14,964 88.8%

増減 128 2 16 ▲ 460 ▲ 314 ▲ 573 1.3%
※上記以外に14名のひとつ星（代務運転者）がいます。 ※増減は前期（平成25年12月1日）との対比です。

●マスターズ制度参加率の推移 （％）

22年12月 23年12月 24年12月 25年12月 26年12月

東個協 91.4 93.2 94.0 94.8 95.7

都営協 65.8 74.3 78.0 79.6 81.7

多摩個連 71.1 81.4 82.0 83.8 83.7

全個人 77.1 81.0 81.9 84.1 84.6

合計 81.4 85.9 87.7 88.8 90.1

●違反者の違反回数

１回 931 名

２回 260 名

３回 52 名

４回 10 名

５回 2 名

●免停件数

30日（29） 82 件

30日（26） 1 件

30日（  0） 1 件

60日（30） 36 件

90日（45） 6 件

90日（44） 1 件

120日（60） 1 件

150日（70） 3 件

180日（80） 6 件
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ベテランと
若手の強力

タッグ

　

昭
和
35
年
８
月
に
設
立
さ
れ
、昭
和
48
年
に
現
在
の
場

所
に
事
務
所
を
構
え
た
豊
島
支
部
。先
代
か
ら
引
き
継
が

れ
て
い
る
豊
個
五
訓
（
親
切
安
全
、遵
法
精
神
、人
命
尊
重
、

公
共
交
通
使
命
、
タ
ク
シ
ー
は
天
職
）を
大
切
に
守
り
つ

つ
、支
部
員
２
２
６
名
で
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　
「
新
規
許
可
が
な
く
な
り
、支
部
員
の
減
少
や
支
部
運
営

の
難
し
さ
に
直
面
し
て
い
ま
す
が
、来
年
度
か
ら
の
譲
渡

譲
受
制
度
の
見
直
し
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
開
催
や
経
済
の
好
転
等
に
よ
り
明
る
い
兆
し
も
見

え
始
め
、こ
れ
か
ら
が
楽
し
み
で
も
あ
り
、気
が
引
き
締
ま

る
思
い
で
す
」と
倉
上
支
部
長
。最
後
に
「
今
年
も
役
職
員

及
び
支
部
員
が
一
体
と
な
り
、何
事
に
も
元
気
に
取
り
組

ん
で
い
き
ま
す
」と
年
頭
の
所
信
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　西北リーグで優勝し全都大会にも出場した経験の

ある部員19名の「豊島」野球部。ベテランと若手のバ

ランスの良さが強さの

秘訣。「今年も優勝目指

し、チーム一丸となっ

て頑張ります！」と気

合十分です。

五
訓
の
理
念
を
礎
と
し
て

東
京
都
個
人
タ
ク
シ
ー
協
同
組
合 

豊
島
支
部

（
所
在
地
：
豊
島
区
千
早
）

右より若林事業部長、小林交通部長、倉上支部長、田中副支部長、
若林経理部長と事務のみなさん

アットホームな雰囲気の研修旅行
（昨年９月、伊豆稲取にて）

▶︎
月刊「豊苑」は発
刊40年。製本ま
でのすべての作
業を支部でおこ
なっている

◀︎支部内には歴代の支部長の
　お写真がずらりと並んで

■場所：メルパルクホール　■開始：午後12時45分

開催日 団体名

平成27年
5月14日（木）

更新日現在
72歳以下対象

品川第一支部（29名） 新宿支部（46名） 武三支部（61名） 目黒第一支部（23名） 目黒第二支部（12名）

墨東支部（57名） 杉並第二支部（37名） 豊島支部（58名） 野方支部（34名） 練馬第二支部（33名）

墨田支部（71名） 城南支部（37名） 新東京支部（東）（83名） 全東京支部（30名） 双和支部（33名）

第一事業団支部（91名） 東京北支部（17名） 東京相互支部（22名） 東京旅客支部（23名） 東部支部（27名）

東陽支部（21名） 四○支部（18名） 千住協組（16名） 新足立協組（19名） 新運転協会（7名）

東京都民主協組（8名） 新興協組（17名） 東優協会（6名） 第一多摩協組（4名） 町田協会（2名）

5月20日（水）

更新日現在
72歳以下対象

品川第二支部（33名） 品川第三支部（27名） 渋谷支部（35名） 杉並支部（60名） 世田谷第一支部（31名）

世田谷第二支部（23名） 世田谷第三支部（34名） 都心支部（18名） 中野支部（34名） 練馬支部（97名）

文京第一支部（30名） 文京第二支部（26名） 南多摩支部（19名） 北多摩支部（22名） 東支部（27名）

足立支部（43名） 板橋支部（33名） 浮間支部（4名） 江戸川支部（38名） 葛飾支部（22名）

亀戸支部（15名） 事業団支部（100名） 朋友支部（18名） 友和支部（23名） 都民同盟協会（12名）

東京西北協組（22名） 自交総連協組（27名） 豊玉協会（8名） 東日本協組（41名） 全個人協議会（13名）

6月1日（月）

更新日現在
72歳以下対象

足立第一支部（72名） 足立第二支部（74名） 荒川支部（40名） 板橋第一支部（91名） 江戸川第一支部（67名）

大田第一支部（60名） 大田第二支部（14名） 葛飾第一支部（66名） 葛飾第二支部（71名） 北支部（77名）

北第二支部（46名） 小岩支部（25名） 江東支部（23名） 交友支部（27名） さくら支部（21名）

石神井支部（22名） 城北支部（73名） 新東京支部（日）（30名） 新中野支部（29名）

6月8日（月）
高　　齢　　者　　研　　修　　会

満73歳以上（期限更新日現在）の方は、上記団体指定日ではなく、この日に受講していただきます。

平成27年12月１日更新者の事業者研修会日程表
合計　3,592名
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■携帯メールによる情報伝達システムに未登録の方は toroku@tokokyo.jp へ空メールを送信してください。


